
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

公
共
施
設
の
あ
り
方
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
等
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
「
栃
木
市
公
共
施
設
適
正
配
置
計

画
」
お
よ
び
「
栃
木
市
公
共
建
築
物

個
別
施
設
計
画
」
の
第
１
期
計
画
期

間
が
令
和
７
年
度
で
終
了
す
る
た

め
、
第
２
期
計
画
の
素
案
を
取
り
ま

と
め
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
計

画
や
関
連
す
る
計
画
と
整
合
を
図
る

た
め
、「
栃
木
市
公
共
施
設
の
あ
り

方
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改
訂
す
る
素

案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
皆

様
の
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　
10
月
20
日
（
月
）
～
11

月
18
日
（
火
）（
必
着
）

閲
覧
場
所　

行
財
政
改
革
推
進
課

（
本
庁
舎
３
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
（
同
４
階
）
／
各
総
合
支
所
地

域
づ
く
り
推
進
課
／
大
宮
・
皆
川
・

吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
窓

口
／
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　

行
財
政
改
革
推
進
課
、

各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、

大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府

の
各
公
民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分

～
17
時
15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 
行
財
政
改
革
推
進
課
☎

（21）
２
３
４
４

栃
木
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
行
動
計
画
に
関
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

対
応
を
踏
ま
え
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
政
府
行
動
計
画
及
び
栃

木
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

行
動
計
画
が
そ
れ
ぞ
れ
改
定
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
計
画
と
整
合

性
を
図
る
た
め
、
栃
木
市
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
を
改

定
す
る
素
案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た

の
で
、
皆
様
の
意
見
を
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。

対
象
　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
・
募
集
期
間
　
11
月
12
日
（
水
）

～
12
月
11
日
（
木
）（
必
着
）

閲
覧
場
所
　
健
康
増
進
課
（
栃
木
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
／
市
政
情
報

セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４
階
）
／
各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／
大

宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の

各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

提
出
方
法
　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口
　
健
康
増
進
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 
健
康
増
進
課　

  

☎
（25）
３
５
１
２

栃
木
イ
ン
タ
ー
西
土
地
区
画
整
理

事
業　

換
地
計
画
の
縦
覧

　
小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業
栃
木
イ

ン
タ
ー
西
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換

地
計
画
を
縦
覧
し
ま
す
。
内
容
に
意

見
の
あ
る
利
害
関
係
者
は
、
縦
覧
期

間
内
に
施
行
者
（
栃
木
市
）
に
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　

10
月
28
日（
火
）～
11

月
10
日（
月
）８
時
30
分
～
17
時
15
分

縦
覧
場
所　
産
業
基
盤
整
備
課
（
本

庁
舎
４
階
）
※
土
・
日
・
祝
日
は
市
役

所
１
階 

宿
日
直
室
で
縦
覧
で
き
ま
す

意
見
書
提
出
先　
産
業
基
盤
整
備
課

問 

産
業
基
盤
整
備
課
☎

（21）
２
３
７
７

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
の
案

①
小
山
栃
木
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
小
山

栃
木
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
）（
県
決
定
）

②
西
方
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、開

発
及
び
保
全
の
方
針（
西
方
都
市
計

画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）（
県
決
定
）

③
区
域
区
分
の
変
更
（
県
決
定
）

④
用
途
地
域
の
変
更
（
市
決
定
）

⑤
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
（
市

決
定
）

⑥
地
区
計
画
の
変
更
（
市
決
定
）

都
市
計
画
の
案
の
対
象
区
域

①
栃
木
市
全
域（
西
方
地
域
を
除
く
）

②
西
方
地
域
全
域

③
・
④
・
⑥
栃
木
イ
ン
タ
ー
北
地
区

（
吹
上
町
・
野
中
町
）、
惣
社
東
産
業

団
地
周
辺
地
区
（
惣
社
町
）

⑤
栃
木
イ
ン
タ
ー
北
地
区（
吹
上
町・

野
中
町
）

縦
覧
期
間　
11
月
21
日
（
金
）
～
12

月
５
日
（
金
）（
土
日
祝
を
除
く
）

意
見
書
の
提
出
方
法　
都
市
計
画
の

案
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
方
は
、
意

見
書
を
直
接
ま
た
は
郵
送
（
12
月
５

日
必
着
）
で
都
市
計
画
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い

縦
覧
場
所
、
意
見
書
の
提
出
先
お
よ

び
問
合
先

栃
木
市
都
市
計
画
課
☎

（21）
２
４
３
１

栃
木
県
都
市
政
策
課

☎
０
２
８-

６
２
３-

２
４
６
５

栃
木
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課

☎
（23）
３
５
９
３

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」は
、年
末
調
整
・

確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
・

住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１
日
～
12
月

31
日
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
で

す
。
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の

際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は

領
収
証
書
）
を
添
付
ま
た
は
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

証
明
書
の
送
付
時
期

１
月
１
日
～
９
月
30
日
に
保
険
料
を

納
付
し
た
方:

11
月
上
旬

10
月
１
日
～
12
月
31
日
に
今
年
初
め

て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

方:

来
年
２
月
上
旬

※
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
場
合
も
、
ご
本
人
の
社
会

保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ご
家
族
あ
て
に
送
ら
れ
た
控

除
証
明
書
を
添
付
ま
た
は
提
示
の
う

え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。　

問 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４

交
通
事
故
な
ど
で
健
康
保
険
を
使

う
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す　

　
交
通
事
故
や
ケ
ン
カ
、
他
人
の
犬

に
噛
ま
れ
た
場
合
な
ど
、第
三
者（
加

害
者
）
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
傷

病
の
治
療
費
は
、
原
則
、
加
害
者
が

負
担
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
民

健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

で
は
負
担
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る

傷
病
届
」を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
を
利
用
し
、
受
診
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
健
康
保
険
が
治
療
費
を

一
時
的
に
立
て
替
え
、
後
日
、
加
害

者
に
請
求
し
ま
す
）。
交
通
事
故
な

ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
で
治

療
を
受
け
る
場
合
は
、
保
険
年
金
課

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
届
出
前
に
示
談
を
行
う
と
健
康
保

険
が
使
え
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

対
象　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

問 

保
険
年
金
課     

☎
（21）
２
１
３
１

コ
ン
ビ
ニ
交
付
シ
ス
テ
ム
稼
働
停

止
と
電
子
証
明
書
の
更
新
の
お
知

ら
せ

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
稼
働
停
止

　

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た

め
、
左
記
の
時
間
帯
は
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま
す
。
証
明

書
が
必
要
な
方
は
、
窓
口
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
28
日
（
金
）
～
12
月
３

日
（
水
）

電
子
証
明
書
の
更
新
の
お
知
ら
せ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
搭
載
さ

れ
て
い
る
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

が
到
来
す
る
２
～
３
か
月
前
に
「
地

方
公
共
団
体
シ
ス
テ
ム
機
構
（
Ｊ-

Ｌ
Ｉ
Ｓ
）」か
ら「
有
効
期
限
通
知
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
過
ぎ

た
場
合
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
等
の
電
子

申
請
や
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
機
能
が
使

え
な
く
な
り
ま
す
。
次
の
書
類
を

持
っ
て
期
限
内
に
窓
口
で
の
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
（
本
庁
ま
た
は
各

総
合
支
所
の
窓
口
で
手
続
き
が
可
能

で
す
。
公
民
館
で
の
手
続
き
は
行
え

ま
せ
ん
）。

本
人
が
手
続
き
を
行
う
場
合

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・有
効
期
限
通
知
書
（
無
く
て
も
可
）

代
理
人
が
手
続
き
を
行
う
場
合

・
申
請
者
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド

・
申
請
者
本
人
が
照
会
書
兼
回
答
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
封
さ
れ

た
封
筒
に
封
入
封
か
ん
し
た
封
筒

※
暗
証
番
号
が
照
合
で
き
な
い
場
合

は
、
文
書
照
会
に
な
り
ま
す
の
で
、

再
度
来
庁
が
必
要
で
す

・
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運

転
免
許
証
等
の
顔
写
真

付
き
の
も
の
）

問 

市
民
生
活
課　

  

☎
（21）
２
１
２
６　
　
　
　

大
平
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（43）
９
２
０
９

藤
岡
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（62）
０
９
０
３　
　
　

都
賀
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎

（29）
１
１
０
２

西
方
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（92）
０
３
０
６

岩
舟
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（55）
７
７
５
４

野
生
動
物
（
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・

サ
ル
等
）
に
ご
注
意
く
だ
さ
い　
　

野
生
動
物
が
増
え
て
い
ま
す

　
こ
れ
ま
で
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
が
見

ら
れ
な
か
っ
た
地
域
で
も
目
撃
情
報

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
野
生
動
物
と

遭
遇
し
た
場
合
は
、
慌
て
ず
静
か
に

そ
の
場
を
離
れ
て
く
だ
さ
い
。

車
両
で
の
接
触
に
注
意

　
夕
方
か
ら
早
朝
に
か
け
て
、
車
や

オ
ー
ト
バ
イ
で
走
行
す
る
際
は
、
ハ

イ
ビ
ー
ム
を
使
用
し
、
光
る
も
の
が

見
え
た
場
合
は
す
ぐ
に
減
速
す
る
な

ど
、
十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

獣
害
対
策
の
３
本
柱

　
野
生
動
物
の
対
策
は
、
侵
入
防
止

対
策
、
生
息
環
境
管
理
、
捕
獲
を
バ

ラ
ン
ス
よ
く
組
み
合
わ
せ
、
地
域
ぐ

る
み
で
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

侵
入
防
止
対
策　
侵
入
防
止
柵
の
設

置
が
有
効
で
す
。
市
で
は
、
ワ
イ

ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
柵
や
電
気
柵
、
獣
害

用
ネ
ッ
ト
の
設
置
に
か
か
る
費
用
を

補
助
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
農
林

整
備
課
ま
で
。

生
息
環
境
管
理　
野
生
動
物
を
寄
せ

付
け
な
い
よ
う
畑
や
庭
に
落
ち
た
栗

や
柿
な
ど
の
果
物
、
生
ゴ
ミ
は
放
置

せ
ず
早
め
に
片
付
け
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
ヤ
ブ
は
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
隠
れ

場
所
と
な
る
た
め
、
適
度
に
草
刈
り

を
し
ま
し
ょ
う
。

捕
獲　
市
内
の
猟
友
会
10
団
体
に
委

託
し
て
の
有
害
捕
獲
活
動
を
通
年
で

実
施
し
て
い
ま
す
。

ハ
ク
ビ
シ
ン
・
ア
ラ
イ
グ
マ
の
捕
獲

　
農
業
被
害
等
の
防
止
を
目
的
と
し

た
ハ
ク
ビ
シ
ン
・
ア
ラ
イ
グ
マ
の
捕

獲
に
は
、
市
の
有
害
鳥
獣
捕
獲
の
許

可
が
必
要
で
す
。
捕
獲
を
希
望
す
る

方
は
、
農
林
整
備
課
ま
た
は
各
総
合

支
所
に
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

農
林
整
備
課　

  

☎
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